
後期高齢者医療被保険者証

有効期限　平成23年7月31日まで

被保険者番号 

資格取得年月日 

発効期日  

一部負担金 
の割合 
 

交付年月日 

保険者番号 
並びに保険 
者の名称及 
び印 
 

被

保

険

者

 

住　所 

氏　名 

生年月日 

１２３４５６７８

３�９�２�８�２�２�８�０

兵庫県加東市社５０番地

○○　○○

昭和○年○月○日

平成22年４月１日

平成22年４月１日

平成22年４月１日

３割 ただし平成22年7月31日までは、
自己負担限度額「一般」適用

兵庫県後期高齢者医療広域連合 印 

見本 見本 

これがお手元に届きます 

区分 該 当 条 件  

一部 
負担 
金の 
割合 

自己負担限度額 
（月額） 

個人単位 
〔外来〕 

世帯単位 
〔入院含む〕 

入院時の食 
事代の標準 
負担額（１食 
当たり)

現役 
並み 
所得者 
 

一般 

低
所
得
 

Ⅱ
 

Ⅰ
 

同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の方 
ただし、住民税課税所得145万円以上でも、収入が次の金額に満たない方は、 
窓口センターに申請することにより「一般」の区分となります。 
 
【対象となる可能性がある方には申請書を送付しています。】 
①同一世帯に被保険者が1人の場合・・・収入383万円 
②同一世帯に被保険者が1人（収入383万円以上）と70歳以上75歳未満の方が 
　いる場合・・・被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入合計520万円 
③同一世帯に被保険者が複数いる場合・・・被保険者全員の収入合計520万円 

「現役並み所得者」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」以外の方 

○各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として 
　計算）を差し引いたときに0円となる方 
○老齢福祉年金の受給者 

「低所得Ⅰ」以外の方 

※１　［　］内は過去１２か月以内にすでに３回以上高額療養費が支給されている場合、４回目からの額 
※２　［　］内は過去１２か月の入院日数が９０日を超える場合、９１日目からの額（申請が必要） 

世帯員全員 
が住民税非 
課税 

260円 

100円 

210円 
[160円] 
※2

80,100円＋ 
（医療費－ 
267,000円) 
　　　×1% 
[44,400円] 
　　　　※1 

 

44,400円 

24,600円 

15,000円 

44,400円 

12,000円 

8,000円 

3割 

1割 

9

7
月
中
旬
に
新
し
い
 

「
被
保
険
者
証
」
を
お
送
り
し
ま
す
 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
証
の
更
新
時
期
は
毎
年
８
月
１
日

で
す
。
７
月
中
旬
に
新
し
い
被
保
険

者
証
を
お
届
け
し
ま
す
の
で
、
８
月

１
日
か
ら
新
し
い
被
保
険
者
証
を
医

療
機
関
の
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
 

　
な
お
、
保
険
料
の
滞
納
状
況
に
よ

っ
て
は
、
有
効
期
限
が
短
い
被
保
険

者
証（
短
期
被
保
険
者
証
）を
お
届
け

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困

難
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、早
め
に
保

険
・
医
療
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
】
 

被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
同
一
世

帯
内
の
被
保
険
者
の
平
成
２１
年
中

（
１
〜
１２
月
）
の
所
得
に
よ
り
算
出

さ
れ
た
平
成
２２
年
度
の
住
民
税
課
税

所
得
と
平
成
２１
年
中
の
収
入
を
も
と

に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
下
表
の

該
当
条
件
②
の
場
合
は
、
７０
歳
以
上

７５
歳
未
満
の
方
の
収
入
も
計
算
対
象

と
な
り
ま
す
）
 

　
な
お
、
こ
の
割
合
は
世
帯
状
況
の

異
動
や
所
得
の
更
正
な
ど
に
よ
り
、

随
時
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

 一
部
負
担
金
の
割
合
に
つ
い
て

　
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

（
下
表
の
区
分
で
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に

該
当
）
の
方
は
、
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
入
院
の
際
に
医
療
機
関
で

支
払
う
一
部
負
担
金
が
下
表
の
世
帯

単
位
欄
の
限
度
額
と
な
り
、
入
院
時

の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。
 

　
認
定
証
の
更
新
時
期
は
毎
年
８
月

１
日
で
す
。
現
在
、
認
定
証
を
お
持

ち
で
８
月
以
降
も
引
き
続
き
対
象
と

な
る
方
に
は
、
７
月
中
旬
に
新
し
い

認
定
証
を
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
お

届
け
す
る
予
定
で
す
。
世
帯
員
全
員

が
住
民
税
非
課
税
の
方
で
、
認
定
証

の
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課
 

　（
滝
野
庁
舎
）
 

　
1
４
８
・
３
０
０
４
 

 限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
に
つ
い
て


